
「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」（平成 26 年１月 24 日

総税都第２号）の通知により、次のとおり令和３年度の引上げ分に係る地方消費税

（増税分 社会保障財源）の使途を公表します。

(単位：千円)

○引上げ分使途 社会保障施策経費

(単位：千円)

合計 ５８１，８０９千円

社会保障施策に要する経費 １９，９７１，０８６千円

地方消費税交付金総額

うち現行分（一般財源）

うち増税分（社会保障財源）

１，０６０，３３７

４７８，５２８

５８１，８０９

【社会福祉】

社会福祉事業

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

生活保護事業

３１４，８３４

２１，３９７

３６，７１９

８５，５１７

１５６，８９９

１４，３０２

【社会保険】

国民健康保険事業

介護保険事業

１５３，６２１

４４，０７３

１０９，５４８

【保健衛生】

後期高齢者医療事業

保健衛生事業

予防事業

健康増進事業

１１３，３５４

２１，５４０

７７，０５５

１２，２４２

２，５１７


